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建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の 

臨時の活動拠点設置の特例について 

 

 

 

建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現

場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用

する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等

の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があ

ること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を

伴うことが想定される。 

一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は、通常期間が限定的であるとこ

ろ、運送事業者に対して都度建設工事現場近隣への営業所の設置及び廃止の手続を求め

ることは、当該運送事業者に対して大きな負担を強いることになる。 

このため、上記の事情に鑑み、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図

る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用

する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合について、下記の

取扱いによることとしたので、事務処理に遺漏のないよう取り計らわれたい。 

 

 

記 

 

殿 



 

１．貨物自動車運送事業者が、建設工事現場に超大型貨物を搬入するために、期間限定

で車両を臨時に配置する拠点又は当該事業者の事業計画に定めのある既存の他の営業

所（以下「臨時の活動拠点」という。）に移動して事業活動を行おうとする場合には、

当該事業者が、事前に別途定めるところにより届出を行った上で、以下に定める事項

を遵守する場合に限り、当該車両は配車元営業所に配置されているものとみなし、事

業計画の変更に当たらないものとして取り扱うこととする。 

 

⑴ 対象車両 

建設工事現場に超大型の資機材を輸送する車両であって、道路法（昭和 27 年法律

第 180 号）第 47 条の２第１項に基づく特殊車両通行許可に係るものであること。 

  

⑵ 期間 

建設工事現場への超大型の資機材の搬入に要する期間とすること。ただし、当該期

間は原則として６か月を超えないものとし、建設工事の遅延等やむを得ないと認め

られる理由がある場合には、当該期間の満了に際し、個別に延長することとする。 

 

⑶ 期間満了後の車両の取扱い 

配車元営業所から臨時の活動拠点に配車された車両（以下「配車車両」という。）

については、⑵の期間満了後に、配車元営業所に再配車すること。 

 

⑷ 臨時の活動拠点における運転者の過労運転防止及び輸送の安全性確保に係る措置 

① 運転者の過労運転の防止を図るとともに輸送の安全性を確保するため、貨物自

動車運送事業者は、臨時の活動拠点を営業所とみなし、貨物自動車運送事業法（平

成元年法律第 83 号）、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）及び関係法令に

基づいて通常の営業所において講ずることとされる運行管理及び車両管理に係る

措置と同等の措置を講ずること。 

 

② 貨物自動車運送事業者は、臨時の活動拠点において必要な員数の運行管理者及

び整備管理者を配置し、選任すること。この場合において、一般的に需要の少ない

と認められる島しょ（他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。）の地域に存す

る５両未満の配車車両を管理する臨時の活動拠点についても運行管理者を配置し、

選任すること。 

 

③ 貨物自動車運送事業者は、臨時の活動拠点に配置された運転者（以下「配置運転

者」という。）及び配車車両に係る運行管理及び車両管理について、臨時の活動拠

点において責任をもって行うこと。 

 

④ 貨物自動車運送事業者は、配置運転者が有効に利用することができる休憩・睡眠

に必要な施設を臨時の活動拠点に確保すること。 

 

⑤ 貨物自動車運送事業者は、配車車両を適切に駐車するための車両置場を確保す

ること。 

 

⑥ 貨物自動車運送事業者は、臨時の活動拠点における運転者及び配車車両に係る

運行管理及び車両管理に係る業務の処理方法について、運行管理規程及び整備管

理規程等に定めること。 



 

 

⑸ 届出書の備え置き及び提示 

配車車両を運行の用に供する場合には、臨時の活動拠点の設置に係る届出書の写

しを当該車両（被けん引車を除く。）に備えておくとともに、請求があったときはこ

れを提示すること。 

 

⑹ 変更時又は終了時の取扱い 

貨物自動車運送事業者は、事前の届出事項に変更が生じた場合又は特例期間の満

了等に伴い臨時の活動拠点を廃止する場合には、別途定めるところにより、その旨の

届出を行うこと。 

 

２．本通達による取扱いをした場合、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤

務時間及び乗務時間に係る基準」（平成 13 年国土交通省告示第 1365 号）における「一

の運行」の規定の適用にあっては、臨時の活動拠点を配置運転者が所属する営業所と

みなすこととする。 

 

３．本通達による取扱いをした場合、配車車両に係る道路運送車両法（昭和 26 年法律第

185 号）第 12 条第１項の変更登録の規定にはあたらないことから、同項の手続は不要

である。 

 

４．臨時の活動拠点において運行管理者を選任又は解任するときは、遅滞なく、その旨

を臨時の活動拠点を管轄する運輸監理部、運輸支局又は陸運事務所（以下「運輸支局

等」という。）に届出すること。なお、他の営業所の運行管理者は、臨時の活動拠点の

運行管理者又は補助者を兼務することはできない。 

 

５．臨時の活動拠点において整備管理者を選任、変更又は解任するときは、道路運送車

両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第 70 条第 2項において定められた期間内

に、その旨を臨時の活動拠点を管轄する運輸支局等に届出すること。 

 

６．臨時の活動拠点を管轄する運輸支局等は、違反行為を防止するため、輸送の安全確

保及び事業の適正な遂行に支障をきたすおそれがある場合には、貨物自動車運送事業

者に対し、法令遵守事項等について報告させ、又は呼出等により必要な指導を行うこ

と。また、法令違反の事実が確認された場合には、臨時の活動拠点を違反営業所とみ

なし、貨物自動車運送事業法第 33 条に基づく処分等を厳正に行うこと。 

 

附 則 

１．本通達による取扱いは、令和４年１月２６日以降に届出を受け付けたものから適用

する。 


